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※食品リサイクル法に基づく都道府県別の定期報告は平成 28

年度報告（平成27年度実績から） 

(万トン) 

○食品リサイクル法関係省令・告示（平成27年７月）⇒ 新たな食品リサイクル法基本方針 

都道府県は、管内の市町村と連携を図りながら、自らが実施する循環型社会形成推進に係る施策において食品循環資源の再生利用等を 

位置付け、食品循環資源の再生利用等の更なる推進を図る 

○「神奈川県循環型社会づくり計画（平成29年３月改訂）」に食品廃棄物対策を明確に位置付け 

・一般家庭、食品小売業、外食産業から排出される食品ロスを削減する対策等を促進 

・フードチェーン全体における自主的な再生利用の取組を促進 

食品廃棄物等の発生の状況 事業者へのヒアリング結果等

趣旨

H27～28年度 ヒアリング等実態把握

⇒ 具体的な取組の方策を検討 

（参考）全国推計値からの試算 

           全国推計値     神奈川県（人口比から試算）

食品廃棄物 ２７９７万トン ⇒  約２００万トン 

食品ロス   ６３２万トン ⇒  約 ４５万トン 

発発生生抑抑制制

○ 食品ロス削減の取組をまだ行っていない消費者への普及啓発は、食品関 

連事業者や生産者と連携して行うと効果的ではないか。 

○ 食品ロス削減の取組について、発生量を計量し数値化することで、取り 

組んだ消費者や事業者は目に見えた効果を確認できる。また、その取組 

を評価し、アピールする仕組みも必要である。 

リリササイイククルル

〇 リサイクル事業は周辺住民への配慮や規制対応のコスト高により運営が 

難しいことを踏まえ、方策を検討すべき。 

〇 ループの構築には、関係者間の信頼が不可欠であるため、相手の顔が見 

える小さなループを構築していくべき。 

〇 食品リサイクル等の取組は、商売上のライバル企業とも協調して推進 

し、また、中小規模の事業者も巻き込んでいく姿勢が必要である。 
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取組の方向性

発発生生抑抑制制

① 食品廃棄物等の発生量の把握 

② 消費者の理解の深化と実行につながる効果的な普及啓発 

③ 未利用食品の活用 

リリササイイククルル

① リサイクルに消極的な食品関連事業者への対応 

② リサイクルの受入量拡大への対応 

③ 再生製品の販路の確保 

今後の取組の方策について

取組の方向性と方策 対策の重み付け 対  象 

大規模小売店等 

(多量排出事業者)

家   庭 

発生抑制 

  ＋ 

リサイクル 

発生抑制 

未利用食品の活用 

理解の深化・実行に

つながる普及啓発 

受入量拡大への対応 

リサイクルに消極的

な事業者への対応 

食品廃棄物等の 

発生量把握 

フードバンク活動の推進 

効果的な普及啓発の手法について検討 

食品関連事業者や再生利用事業者の連

携の推進 

分別の手間・スペース、コストの課題につ

いて市町村と協議

調査手法・マニュアル作成の検討 

再生製品の販路の 

確保 
再生製品を利用した生産品の需要拡大 
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推進会議 

食品リサイク

ル等推進部会

中小規模小売店等

（多量以外） 

神奈川県ご

み処理広域

化推進会議

専門部会 


